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令和６年改正育児・介護休業法  令和７年４月・１０月に施行 
いわゆる令和６年改正育児・介護休業法の施行期日（令和 7 年 4 月１日・同年 10 月 1 日）が近

づいてきました。この改正に伴い、就業規則（育児・介護休業規程）・社内様式の見直しや、個別周知・意向
確認などの準備が必要となります。注目度の高い子育て両立支援の年齢別措置について図解します。 
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相談しやすい、分かりやすい 

信 頼 と 安 心 を お 届 け し ま す 

保険料率が変更になります！給与計算にご注意ください 

【健康保険・介護保険】の料率が、3月分（4月控除・4月末納付期限）から変更になります。各社
個別に保険料改定のお知らせをお送りしますので、4月に支給する給与計算から変更して下さい。 
【雇用保険】の料率が、4月から変更になります。こちらも、4月に支給する給与計算から変更して下さい。 
新・雇用保険料料率・・・労働者負担分：5.5/1000 事業主負担分：9/1000 合計雇用保険料率：14.5/1000 
※建設の事業料率・・・労働者負担分：6.5/1000 事業主負担分：11/1000 合計雇用保険料率：17.5/1000 
厚生労働省の助成金は、労働保険料を財源に支給されます。労務管理を整えて雇用環境改善を実施し、活用

できる助成金は是非、活用していきましょう。ご興味があればきりん事務所までお問い合わせください。 
 

  4 月から現物給与の価格が改定されます 

       賃金は「通貨払いの原則」と法律で定められていますが、会社が社員に食事や住居を提供している
場合、労働保険料・社会保険料の算定において、食事や住居の提供を現金換算して、賃金に含めます。これを現
物給付と言います。令和７年 4月から、食事に対する現物給与価格が変更されました。 

  なお、住居を提供し家賃控除としている場合は、現物給付の金額から負担額を除いた額になります 

https://www.sr-kirin.jp/


きりん事務所人事異動 2025年 2月 1日付  新                   旧 

◆山本五十六の名言◆  やってみせ、言って聞かせて、させてみせ、褒めてやらねば、人は動かじ 

      話し合い、耳を傾け、承認し、任せてやらねば、人は育たず 

        やっている、姿を感謝で見守って、信頼せねば、人は実らず 

 毎年３月にはこの言葉が頭をよぎります。 

 山本氏は、1904年に海軍兵学校を卒業し、海軍に所属。1935年(51歳)には連合艦隊司令長官となって海

軍実戦部隊のトップに立った人物です。昭和は「厳しい」、平成は「甘い」、という事ではなく、人間の本

質は変わらないのだと思います。今月は、日本の難しい時代を生き抜いた軍人、山本五十六氏の名言をご

紹介いたしました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

上原冬樹  企画業務部長（Ｍ２） 1 号 2 号業務改善統括 企画業務部長（Ｍ３） 
金子久美子 係長（Ｌ２） 給与計算業務 主任（Ｌ３） 
原田妙子  係長（Ｌ３） 広報・企画業務開発・キャリアアップ補佐 主任（Ｌ３） 
鈴木啓介  採用（Ｓ４） 研修期間   

「子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律（令和６年法律第 47 号）」により、雇用保険法の
一部が改正され、出生後休業支援給付金、育児時短就業給付金という新たな給付金が創設されました（いずれ
も、令和７年４月１日施行）。今回は、そのうち、「出生後休業支援給付金」の概要を取り上げます。 

 毎年２月末に前年の出生数の速報が公表されますが９年連続過去最少となりました。１９９５年、労働
力人口は８７００万人台でしたが、２０３０年には約８割の７０００万人台に、３０年後の２０５５年には約６割
の５３００万人台になることが確実です。 
働き方改革も、ＤＸ化も、ハラスメント防止も、全ては人口減少の対策のように感じます。急に社員が４割も減

ったら今の仕事は回らないでしょう。行政もどんどんデジタル化が進み、私の年代には少々厳しいものも感じます
が、つべこべ言わずに世の中についていかねば！と思います。 
機械化、デジタル化、システム導入など、生産性向上に役立つ費用に対する助成金は豊富です。ご興味がありま

したらきりん事務所までご相談下さい。 
 
 
 

令和 6 年 出生数過去最少 ７２０，９８８人（Ｒ６年１月～１２月速報） 

 きりん事務所始まって以来、求人も出していな
いのに「きりん事務所に入りたい」と連絡をくれた
鈴木君です。 
日本年金機構事務センターに 7 年間の勤務経歴を

持ち、実は、困ったことがあると親切な職員の鈴木
さんを名指して頼っていたという経緯があります。 
年金機構入職前には司法試験にチャレンジしてい

た秀才肌ですが、少々世間知らずな節もあり。 
現在鋭意研修中ですが、どんなセミナーも全て

「面白いです。ありがとうございます。」と言って
くれるのがとっても気持ちいいです。 
素直で明るく向上心のある若者ですので、皆様ど

うぞよろしくお願い致します。 

きりん事務所新メンバー紹介       自己紹介    

年金機構から今年の 1月
に移籍してまいりました、
鈴木啓介と申します。 
年金機構では、６年ほど

厚生年金の適用業務、主に
新規適用の業務を行ってお
りましたが、きりん事務所
の業務の幅広さに面食らう
毎日を送っております。 
知らないことも多く、ご

迷惑かけることもあるかと
おもいますが、どうぞよろ
しくお願いします。 

 

こども家庭庁  企業主導型ベビーシッター利用者支援事業 
        こども家庭庁は、「子育て支援法」に基づき、仕事と子育ての両立支援事業として、企業に
勤める労働者がベビーシッター派遣サービスを利用した場合に、利用料の一部として割引券を発行します。 
この割引券を受取る為には、まず企業が「実施団体」として登録申請をして承認を受ける必要があります。 

対象者・・・承認を得た企業に勤務する者 
子の要件・・小学校 6年生まで（障害などの特例あり） 
補助額・・・1枚２，２００円の割引券を以下の上限で利用できる 
      １企業の上限・・・・１年間→１，２００枚 
      １対象児の上限・・・１日→２枚 
      １家庭の上限・・・・１か月→２４枚 ／ １年間→２８０枚 


